
 
 

体験入学について 
・受け入れ日１日につき、全学部１～２名までとします。令和７年度の日程は以下のとおりです 
（実態や状況に応じて変更になる場合があります）。 

○小学部：９：１５～１０：４５ 
〇中学部：登校～４校時（８：４５～１２：０５） 
〇高等部単一障がい学級：登校～４校時（８：３０～１２：５０） 
〇高等部重複障がい学級：登校～４校時（８：５０～１２：２０） 

・当日は本人、保護者、担任の先生で来校ください。 
・保護者、担任の先生それぞれに面談を行います。 
 
＜申し込み手順について＞ 
① 申し込み 

 

 

 

 

 

 

 

② 体験入学申込書と体験入学事前資料の作成 

 
 
 

③ 体験日の調整、および決定 

 

④ 資料の送付 

 
 
 

⑤体験入学のお知らせの通知 

 
 
 

⑥体験入学当日 

電話での申し込み 
０８５９（３９）３３００（直通）    ０８５９（２７）３４１１（代表） 
・体験日を御確認のうえ、希望日を第３希望まで御連絡ください。 
 ※先着順ではありません。締め切り後、調整します。 
・原則として、園・学校から申し込みください。 
・電話受付の際、幼児・児童・生徒の様子について簡単に聞き取りをします。 

・体験日が決定しましたら、担当から連絡します。 
 

・資料到着後、調整をして、スケジュールや準備物等をメールで連絡します。 
・体験入学事前資料等で確認したいことがある場合は事前に連絡することがあります。 

幼児・児童・生徒 → 本校の学習への参加 
保護者・担任 → 体験の様子の参観と面談 

・体験入学の１０日前までに本校に届くように 
封書にて送付または持参ください。 

※送付先 
住所 〒６８９－３５４３ 
米子市蚊屋３４３番地 
鳥取県立米子養護学校長宛 

【在籍園・学校の動き】        【本校の動き】 

・『体験入学申込書』と『体験入学事前資料』をホームページからダウンロードして作成くださ

い。担任の先生、保護者の方、本人（中学部・高等部のみ）それぞれで作成ください。 


